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今後のスケジュールについて 

■空家等対策計画策定スケジュール 

11月 12月 1月 2月 3月

空家等対策推進委員会

　　　 ●（14日）

空家等対策協議会

第2回協議会開催 　　　　 ●（21日） HP掲載

意見反映⇒原案完成 ●

第3回協議会開催 ●

パブリック・コメント

閲覧資料準備

市公報紙・HP掲載 　　　 ●（15日）

パブリック・コメントの実施 1/16（月）～2/15（水）

意見のとりまとめ

結果の公表 　　　 ●

備考
H29Ｈ28

 
 

■今後の特定空家認定スケジュールについて 

実態調査結果 

頁 項  目 内  容 件数 

P8 【基礎、土台、柱又ははり】 倒壊の危険がある 10件 

P9 【外壁】 壁体を貫通する穴をしょうじているもの 45件 

P10 【屋根】 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの等 

屋根が著しく変形したもの 

51件 

14件 

 

平成28年度 上記の項目の損傷の大きい88件（重複あり）について現地調査を行い、必要に応じ

て特定空家として認定 

平成29年度 実態調査結果に基づき、空家所有者へ啓発文の発送 

特定空家と認定したものについては、助言・指導、勧告、命令、行政代執行 

 


